
①
医

療
費

適
正

化
の

総
合

的
な

推
進

に
つ

い
て

1
2

参
考

資
料
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医
療

費
の

増
加

主
要

因
は

老
人

医
療

費
の

増
加

老
人

増

１
人

当
た

り
老

人
医

療
費

＝
若

人
の

５
倍

１
人

当
た

り
老

人
医

療
費

は
都

道
府

県
に

よ
り

大
き

な
格

差
（
平

均
７

５
万

円
、

最
高

：
福

岡
県

約
９

０
万

円
、

最
低

：
長

野
県

約
６

０
万

円
）

１
人

当
た

り
外

来
医

療
費

の
増

（
寄

与
度

の
約

５
割

）

生
活

習
慣

病
を

中
心

と
す

る
外

来
受

診
者

の
受

診
行

動

内
臓

脂
肪

型
肥

満
に

起
因

す
る

生
活

習
慣

病
患

者
・
予

備
群

の
増

加

１
人

当
た

り
入

院
医

療
費

の
増

（
寄

与
度

の
約

５
割

）

病
床

数
の

多
さ

（
平

均
在

院
日

数
の

長
さ

）

在
宅

（
自

宅
で

な
い

在
宅

含
む

）
療

養
率

の
低

さ

要 因 分 析

・
医

療
機

能
の

分
化

・
連

携

・
地

域
に

お
け

る
高

齢
者

の
生

活
機

能
の

重
視

取 組 の 体 系

生
活

習
慣

病
対

策

急
性

期

回
復

期

療
養

期

在
宅

療
養

連
携

介
護

提
供

体
制

①
保

険
者

と
地

域
の

連
携

し
た

一
貫

し
た

健
康

づ
く
り

の
普

及
啓

発

②
網

羅
的

で
効

率
的

な
健

診

③
ハ

イ
リ

ス
ク

グ
ル

ー
プ

の
個

別
的

保
健

指
導

医医
療療

費費
増増

加加
のの

構構
図図

1
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1人
当

た
り

老
人

医
療

費
の

診
療

種
別

内
訳

(全
国

平
均

と
の

差
)

～
平

成
１

５
年

度
～

-2
0

-1
5

-1
0-505101520

福 岡

北 海 道

大 阪

長 崎

広 島

高 知

石 川

京 都

佐 賀

沖 縄

鹿 児 島

熊 本

大 分

香 川

山 口

岡 山

兵 庫

東 京

徳 島

愛 知

愛 媛

福 井

和 歌 山

富 山

奈 良

宮 崎

滋 賀

鳥 取

埼 玉

秋 田

福 島

神 奈 川

岐 阜

宮 城

青 森

島 根

群 馬

岩 手

山 梨

三 重

茨 城

栃 木

千 葉

静 岡

新 潟

山 形

長 野

全 国 平 均 と の 差 （ 万 円 ）

そ
の

他

歯
科

入
院

外
＋

調
剤

入
院

＋
食

事

総
数

　
最

高
：福

岡
県

　
92

万
2,

66
7円

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
1.

51
倍

　
最

低
：長

野
県

　
61

万
2,

04
2円

全
国

平
均

：
75

万
2,

72
1円

○
１

人
当

た
り

老
人

医
療

費
は

、
最

大
（

福
岡

県
）

と
最

小
（

長
野

県
）

で
約

３
０

万
円

（
約

１
．

５
倍

）
の

格
差

が
存

在
し

て
お

り
、

都
道

府
県

格
差

の
約

７
割

は
入

院
医

療
費

が
寄

与
し

て
い

る
。

1
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生
活

習
慣

病
の

医
療

費
と

死
亡

数
割

合

生
活

習
慣

病
は

、
国

民
医

療
費

の
約

３
割

を
占

め
、

死
亡

数
割

合
で

は
約

６
割

を
占

め
る

。

（注
）
国

民
医

療
費

（
平

成
15

年
度

）、
わ

が
国

の
慢

性
透

析
療

法
の

現
況

（
20

03
年

12
月

31
日

）
等

に
よ

り
作

成
（注

）
人

口
動

態
統

計
（
平

成
15

年
）に

よ
り

作
成

医
療

費
（平

成
15

年
度

）

生
活

習
慣

病
・・

・
１

０
．

２
兆

円

死
因

別
死

亡
割

合
（平

成
15

年
）

生
活

習
慣

病
・・

・６
１

．
１

％

そ
の

他
21

.3
兆

円

国
民

医
療

費
31

.5
兆

円

そ
の

他
38

.9
％

糖
尿

病
（糖

尿
病

の
合

併
症

を
含

む
）

1.
９

兆
円

脳
血

管
疾

患
2.

0
兆

円

虚
血

性
心

疾
患

0
.8

兆
円

高
血

圧
性

疾
患

2.
8兆

円

悪
性

新
生

物

2.
8兆

円

悪
性

新
生

物
30

.5
％

心
疾

患
15

.7
％

脳
血

管
疾

患
1
3.

0
％

糖
尿

病
1.

3
％

高
血

圧
性

疾
患

0.
6
％

1
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医
療

提
供

体
制

の
各

国
比

較
（
２

０
０

３
年

）

平
均

在
院

日
数

人
口

千
人

当
た

り
病

床
数

病
床

百
床

当
た

り
医

師
数

人
口

千
人

当
た

り
医

師
数

日
本

３
６

．
４

１
４

．
３

１
３

．
７

(2
0
0
2
)

２
．

０
(2

0
0
2
)

ド
イ

ツ
１

０
．

９
(2

0
0
2
)

８
．

９
(2

0
0
2
)

３
７

．
６

(2
0
0
2
)

３
．

４

フ
ラ

ン
ス

１
３

．
４

７
．

７
４

２
．

５
(2

0
0
2
)

３
．

４

イ
ギ

リ
ス

７
．

６
４

．
２

４
９

．
７

(2
0
0
2
)

２
．

２

ア
メ

リ
カ

６
．

５
３

．
３

６
６

．
８

(2
0
0
2
)

２
．

３
(2

0
0
2
)

国
名

（
出

典
）
：
「
O

E
C

D
H

ea
lth

D
at

a
２

０
０

５
」

※
病

床
百

床
当

た
り

医
師

数
、

病
床

百
床

当
た

り
看

護
職

員
数

に
つ

い
て

は
医

師
数

、
看

護
職

員
数

を
病

床
数

で
単

純
に

割
っ

て
百

を
か

け
た

数
値

で
あ

る
。

※
平

均
在

院
日

数
の

算
定

の
対

象
病

床
は

O
E

C
D

の
統

計
上

、
以

下
の

範
囲

と
な

っ
て

い
る

。

日
本

：
全

病
院

の
病

床
ド

イ
ツ

：
急

性
期

病
床

、
精

神
病

床
、

予
防

治
療

施
設

及
び

リ
ハ

ビ
リ

施
設

の
病

床
（
ナ

ー
シ

ン
グ

ホ
ー

ム
の

病
床

を
除

く
）

フ
ラ

ン
ス

：
急

性
期

病
床

、
長

期
病

床
、

精
神

病
床

、
そ

の
他

の
病

床
イ

ギ
リ

ス
：
N

H
Sの

全
病

床
（
長

期
病

床
を

除
く
）

ア
メ

リ
カ

：
AH

A（
Am

er
ic

an
 H

os
pi

ta
l A

ss
oc

ia
tio

n)
に

登
録

さ
れ

て
い

る
全

病
院

の
病

床

病
床

百
床

当
た

り
看

護
職

員
数

人
口

千
人

当
た

り
看

護
職

員
数

５
４

．
０

(2
0
0
2
)

７
．

８
(2

0
0
2
)

１
０

８
．

６
(2

0
0
2
)

９
．

７

９
１

．
１

(2
0
0
2
)

７
．

３

２
２

４
．

０
(2

0
0
2
)

９
．

７

２
３

３
．

０
(2

0
0
2
)

７
．

９
(2

0
0
2
)

1
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入 院 医 療 費 入 院 外 医 療 費

患
者

の
増

加
率

の
減

平
均

在
院

日
数

の
短

縮

重
複

頻
回

受
診

者
へ

の
訪

問
指

導

医 療 費 の 伸 び の 抑 制

急
性

期
→

回
復

期
→

療
養

期
・
在

宅
に

至
る

機
能

分
化

・
連

携

＜
急

性
期

＞

長
期

入
院

高
齢

者
の

病
床

の
転

換

＜
慢

性
期

＞

＋

在
宅

（
訪

問
）

医
療

の
充

実

自
宅

以
外

の
在

宅
・
住

ま
い

の
充

実

20
25

年
で

、

・
平

均
在

院
日

数
短

縮
に

よ
り

４
兆

円

・
生

活
習

慣
病

予
防

に
よ

り
２

兆
円

⇒
計

６
兆

円

退
院

時
連

携

在
宅

で
の

看
取

り
推

進

重
症

化
防

止
に

よ
る

入
院

患
者

の
増

加
率

の
減

生
活

習
慣

病
予

防
（
医

療
保

険
者

が
実

施
す

る
健

診
・
保

健
指

導
な

ど
に

よ
る

）

1
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○
保

険
者

に
、

４
０

歳
以

上
の

加
入

者
に

対
し

て
、

糖
尿

病
等

に
着

目
し

た
健

康
診

査
及

び
保

健
指

導
の

実
施

を
義

務
付

け

○
全

国
医

療
費

適
正

化
計

画
・
医

療
費

適
正

化
基

本
方

針
の

作
成

○
都

道
府

県
に

お
け

る
事

業
実

施
へ

の
支

援
・
平

均
在

院
日

数
の

短
縮

に
資

す
る

診
療

報
酬

の
見

直
し

・
医

療
提

供
体

制
の

整
備

・
人

材
養

成
・
病

床
転

換
に

関
す

る
財

政
支

援

○
計

画
の

進
捗

状
況

の
評

価
（
中

間
年

・
平

成
２

２
年

度
）
、

実
績

の
評

価
（
最

終
年

の
翌

年
・
平

成
２

５
年

度
）

国
○

都
道

府
県

医
療

費
適

正
化

計
画

の
作

成

○
事

業
実

施
（
生

活
習

慣
病

対
策

）
・
保

険
者

事
業

（
健

診
・
保

健
指

導
）
の

指
導

・
市

町
村

の
啓

発
事

業
の

指
導

（
在

院
日

数
の

短
縮

）
・
医

療
機

能
の

分
化

・
連

携
の

推
進

、
在

宅
医

療
の

推
進

・
病

床
転

換
の

支
援

○
計

画
の

進
捗

状
況

の
評

価
（
中

間
年

・
平

成
２

２
年

度
）
、

実
績

の
評

価
（
最

終
年

の
翌

年
・
平

成
２

５
年

度
）

都
道

府
県

○
都

道
府

県
に

配
慮

し
て

診
療

報
酬

を
定

め
る

よ
う

に
努

め
る

（
※

）
○

診
療

報
酬

に
関

す
る

意
見

を
提

出
す

る
こ

と
が

で
き

る
（
※

）

○
都

道
府

県
と

協
議

の
上

、
地

域
の

実
情

を
踏

ま
え

つ
つ

、
適

切
な

医
療

を
各

都
道

府
県

間
に

お
い

て
公

平
に

提
供

す
る

観
点

か
ら

見
て

合
理

的
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

範
囲

で
、

都
道

府
県

の
診

療
報

酬
の

特
例

を
設

定
す

る
こ

と
が

で
き

る
※

設
定

に
あ

た
っ

て
は

中
医

協
に

お
い

て
審

議

○
保

険
者

・
医

療
機

関
に

対
す

る
必

要
な

助
言

又
は

援
助

等
（
※

）

実
績

評
価

の
結

果
を

踏
ま

え
た

措
置

共
同

作
業

保
険

者

◎
平

成
２

０
年

度
を

初
年

度
と

す
る

医
療

費
適

正
化

計
画

（
５

年
計

画
）
に

お
い

て
、

政
策

目
標

を
掲

げ
、

医
療

費
の

伸
び

を
適

正
化

・
生

活
習

慣
病

予
防

の
徹

底
→

政
策

目
標

：
生

活
習

慣
病

有
病

者
・
予

備
群

を
２

５
％

減
少

（
平

成
２

７
（
２

０
１

５
）
年

度
）

・
平

均
在

院
日

数
の

短
縮

→
政

策
目

標
：
全

国
平

均
（
３

６
日

）
と

最
短

の
長

野
県

（
２

７
日

）
の

差
を

半
分

に
縮

小
（
同

上
）

（
※

）
に

つ
い

て
は

中
間

年
に

お
け

る
進

捗
状

況
の

評
価

時
も

同
様

中
長

期
的

な
医

療
費

適
正

化
方

策
中

長
期

的
な

医
療

費
適

正
化

方
策

基
本

的
な

考
え

方

1
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医
療

費
適

正
化

計
画

の
サ

イ
ク

ル
医

療
費

適
正

化
計

画
の

サ
イ

ク
ル

作 成 ・ 公 表

進 捗 状 況 の 評 価

実 績 の 評 価

（ 全 国 ・ 都 道 府 県 特 例 ）

診 療 報 酬 改 定

平
成

２
０

年
度

２
１

２
２

２
３

２
４

２
５

２
６

２
７

２
８

２
９

３
０

作 成 ・ 公 表

実 績 の 評 価

第 ２ 期 計 画 の 作 成 準 備

( こ の 時 点 で の 進 捗 状 況 等 を 踏

ま え た 第 ２ 期 に お け る 政 策 目

標 の 検 討 等 ）
第

２
期

必 要 に 応 じ て

計 画 の 見 直 し

進 捗 状 況 の 評 価

必 要 に 応 じ て

計 画 の 見 直 し

第
１

期

1
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医
療

費
適

正
化

計
画

の
仕

組
み

・
都

道
府

県
医

療
費

適
正

化
計

画
の

目
標

の
参

酌
標

準
・
都

道
府

県
医

療
費

適
正

化
計

画
の

作
成

、
評

価
に

関
す

る
基

本
的

事
項

等

※
市

町
村

と
協

議

・
都

道
府

県
に

お
け

る
目

標
－

住
民

の
健

康
の

保
持

の
推

進
に

関
す

る
目

標
－

医
療

の
効

率
的

な
提

供
に

関
す

る
目

標
・
目

標
達

成
の

た
め

に
都

道
府

県
が

取
り

組
む

べ
き

施
策

・
保

険
者

、
医

療
機

関
そ

の
他

の
関

係
者

の
連

携
・
協

力
・
計

画
期

間
の

医
療

費
の

見
通

し
等

都
道

府
県

医
療

費
適

正
化

計
画

（
期

間
５

年
）

・
国

が
達

成
す

べ
き

目
標

－
国

民
の

健
康

の
保

持
の

推
進

に
関

す
る

目
標

－
医

療
の

効
率

的
な

提
供

の
推

進
に

関
す

る
目

標
・
目

標
達

成
の

た
め

に
国

が
取

り
組

む
べ

き
施

策
・
保

険
者

、
医

療
機

関
そ

の
他

の
関

係
者

の
連

携
・
協

力
・
計

画
期

間
の

医
療

費
の

見
通

し
等

医
療

費
適

正
化

基
本

方
針

※
健

康
増

進
計

画
、

医
療

計
画

、
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
と

の
調

和
規

定

進
捗

状
況

の
評

価
（
計

画
策

定
年

度
の

翌
々

年
度

）
・
全

国
医

療
費

適
正

化
計

画
、

都
道

府
県

医
療

費
適

正
化

計
画

の
進

捗
状

況
を

評
価

、
結

果
を

公
表

・
都

道
府

県
か

ら
厚

生
労

働
大

臣
に

対
し

診
療

報
酬

に
関

す
る

意
見

を
提

出
す

る
こ

と
が

で
き

る

実
績

の
評

価
（
計

画
終

了
年

度
の

翌
年

度
）

・
全

国
医

療
費

適
正

化
計

画
、

都
道

府
県

医
療

費
適

正
化

計
画

の
目

標
の

達
成

状
況

等
を

評
価

、
結

果
を

公
表

・
都

道
府

県
か

ら
厚

生
労

働
大

臣
に

対
し

診
療

報
酬

に
関

す
る

意
見

を
提

出
す

る
こ

と
が

で
き

る
・
厚

生
労

働
大

臣
は

、
都

道
府

県
知

事
と

協
議

の
上

、
適

切
な

医
療

を
効

率
的

に
提

供
す

る
観

点
か

ら
見

て
合

理
的

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
範

囲
で

、
都

道
府

県
の

診
療

報
酬

の
特

例
を

設
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

医
療

費
適

正
化

計
画

の
作

成
・
評

価
の

た
め

、
保

険
者

に
レ

セ
プ

ト
情

報
の

提
供

を
義

務
づ

け
、

国
は

調
査

・
分

析
を

行
い

、
結

果
を

公
表

保
険

者
・

医
療

機
関

に
対

す
る

必
要

な
助

言
又

は
援

助
等

全
国

医
療

費
適

正
化

計
画

（
期

間
５

年
）

2
0
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高
齢

者
の

医
療

の
確

保
に

関
す

る
法

律
（
抄

）

（
医

療
費

適
正

化
基

本
方

針
及

び
全

国
医

療
費

適
正

化
計

画
）

第
八

条
厚

生
労

働
大

臣
は

、
国

民
の

高
齢

期
に

お
け

る
適

切
な

医
療

の
確

保
を

図
る

観
点

か
ら

、
医

療
に

要
す

る
費

用
の

適
正

化
（
以

下
「
医

療
費

適
正

化
」
と

い
う

。
）
を

総
合

的
か

つ
計

画
的

に
推

進
す

る
た

め
、

医
療

費
適

正
化

に
関

す
る

施
策

に
つ

い
て

の
基

本
的

な
方

針
（
以

下
「
医

療
費

適
正

化
基

本
方

針
」
と

い
う

。
）
を

定
め

る
と

と
も

に
、

五
年

ご
と

に
、

五
年

を
一

期
と

し
て

、
医

療
費

適
正

化
を

推
進

す
る

た
め

の
計

画
（
以

下
「
全

国
医

療
費

適
正

化
計

画
」

と
い

う
。

）
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
２

医
療

費
適

正
化

基
本

方
針

に
お

い
て

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
一

次
条

第
一

項
に

規
定

す
る

都
道

府
県

医
療

費
適

正
化

計
画

に
お

い
て

定
め

る
べ

き
目

標
に

係
る

参
酌

す
べ

き
標

準
そ

の
他

の
当

該
計

画
の

作
成

に
当

た
つ

て
指

針
と

な
る

べ
き

基
本

的
な

事
項

二
次

条
第

一
項

に
規

定
す

る
都

道
府

県
医

療
費

適
正

化
計

画
の

達
成

状
況

の
評

価
に

関
す

る
基

本
的

な
事

項
三

医
療

に
要

す
る

費
用

の
調

査
及

び
分

析
に

関
す

る
基

本
的

な
事

項
四

前
三

号
に

掲
げ

る
も

の
の

ほ
か

、
医

療
費

適
正

化
の

推
進

に
関

す
る

重
要

事
項

３
医

療
費

適
正

化
基

本
方

針
は

、
医

療
法

第
三

十
条

の
三

第
一

項
に

規
定

す
る

基
本

方
針

、
介

護
保

険
法

（
平

成
九

年
法

律
第

百
二

十
三

号
）
第

百
十

六
条

第
一

項
に

規
定

す
る

基
本

指
針

及
び

健
康

増
進

法
（
平

成
十

四
年

法
律

第
百

三
号

）
第

七
条

第
一

項
に

規
定

す
る

基
本

方
針

と
調

和
が

保
た

れ
た

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

４
全

国
医

療
費

適
正

化
計

画
に

お
い

て
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

一
国

民
の

健
康

の
保

持
の

推
進

に
関

し
、

国
が

達
成

す
べ

き
目

標
に

関
す

る
事

項
二

医
療

の
効

率
的

な
提

供
の

推
進

に
関

し
、

国
が

達
成

す
べ

き
目

標
に

関
す

る
事

項
三

前
二

号
に

掲
げ

る
目

標
を

達
成

す
る

た
め

に
国

が
取

り
組

む
べ

き
施

策
に

関
す

る
事

項
四

第
一

号
及

び
第

二
号

に
掲

げ
る

目
標

を
達

成
す

る
た

め
の

保
険

者
、

医
療

機
関

そ
の

他
の

関
係

者
の

連
携

及
び

協
力

に
関

す
る

事
項

五
計

画
期

間
に

お
け

る
医

療
に

要
す

る
費

用
の

見
通

し
に

関
す

る
事

項
六

計
画

の
達

成
状

況
の

評
価

に
関

す
る

事
項

七
前

各
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

医
療

費
適

正
化

の
推

進
の

た
め

に
必

要
な

事
項

５
厚

生
労

働
大

臣
は

、
医

療
費

適
正

化
基

本
方

針
及

び
全

国
医

療
費

適
正

化
計

画
を

定
め

、
又

は
こ

れ
を

変
更

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

関
係

行
政

機
関

の
長

に
協

議
す

る
も

の
と

す
る

。
６

厚
生

労
働

大
臣

は
、

医
療

費
適

正
化

基
本

方
針

及
び

全
国

医
療

費
適

正
化

計
画

を
定

め
、

又
は

こ
れ

を
変

更
し

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、

こ
れ

を
公

表
す

る
も

の
と

す
る

。
７

厚
生

労
働

大
臣

は
、

全
国

医
療

費
適

正
化

計
画

の
作

成
及

び
全

国
医

療
費

適
正

化
計

画
に

基
づ

く
施

策
の

実
施

に
関

し
て

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
保

険
者

、
医

療
機

関
そ

の
他

の
関

係
者

に
対

し
て

必
要

な
協

力
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

2
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（
都

道
府

県
医

療
費

適
正

化
計

画
）

第
九

条
都

道
府

県
は

、
医

療
費

適
正

化
基

本
方

針
に

即
し

て
、

五
年

ご
と

に
、

五
年

を
一

期
と

し
て

、
当

該
都

道
府

県
に

お
け

る
医

療
費

適
正

化
を

推
進

す
る

た
め

の
計

画
（
以

下
「
都

道
府

県
医

療
費

適
正

化
計

画
」
と

い
う

。
）
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
２

都
道

府
県

医
療

費
適

正
化

計
画

に
お

い
て

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
一

住
民

の
健

康
の

保
持

の
推

進
に

関
し

、
当

該
都

道
府

県
に

お
い

て
達

成
す

べ
き

目
標

に
関

す
る

事
項

二
医

療
の

効
率

的
な

提
供

の
推

進
に

関
し

、
当

該
都

道
府

県
に

お
い

て
達

成
す

べ
き

目
標

に
関

す
る

事
項

三
前

二
号

に
掲

げ
る

目
標

を
達

成
す

る
た

め
に

都
道

府
県

が
取

り
組

む
べ

き
施

策
に

関
す

る
事

項
四

第
一

号
及

び
第

二
号

に
掲

げ
る

目
標

を
達

成
す

る
た

め
の

保
険

者
、

医
療

機
関

そ
の

他
の

関
係

者
の

連
携

及
び

協
力

に
関

す
る

事
項

五
当

該
都

道
府

県
に

お
け

る
医

療
に

要
す

る
費

用
の

調
査

及
び

分
析

に
関

す
る

事
項

六
計

画
期

間
に

お
け

る
医

療
に

要
す

る
費

用
の

見
通

し
に

関
す

る
事

項
七

計
画

の
達

成
状

況
の

評
価

に
関

す
る

事
項

八
前

各
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

医
療

費
適

正
化

の
推

進
の

た
め

に
都

道
府

県
が

必
要

と
認

め
る

事
項

３
都

道
府

県
医

療
費

適
正

化
計

画
は

、
医

療
法

第
三

十
条

の
四

第
一

項
に

規
定

す
る

医
療

計
画

、
介

護
保

険
法

第
百

十
八

条
第

一
項

に
規

定
す

る
都

道
府

県
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
及

び
健

康
増

進
法

第
八

条
第

一
項

に
規

定
す

る
都

道
府

県
健

康
増

進
計

画
と

調
和

が
保

た
れ

た
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
４

都
道

府
県

は
、

都
道

府
県

医
療

費
適

正
化

計
画

を
定

め
、

又
は

こ
れ

を
変

更
し

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
関

係
市

町
村

に
協

議
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
５

都
道

府
県

は
、

都
道

府
県

医
療

費
適

正
化

計
画

を
定

め
、

又
は

こ
れ

を
変

更
し

た
と

き
は

、
遅

滞
な

く
、

こ
れ

を
厚

生
労

働
大

臣
に

提
出

す
る

と
と

も
に

、
公

表
す

る
も

の
と

す
る

。
６

都
道

府
県

は
、

都
道

府
県

医
療

費
適

正
化

計
画

の
作

成
及

び
都

道
府

県
医

療
費

適
正

化
計

画
に

基
づ

く
施

策
の

実
施

に
関

し
て

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
保

険
者

、
医

療
機

関
そ

の
他

の
関

係
者

に
対

し
て

必
要

な
協

力
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
中

略
）

（
計

画
の

進
捗

状
況

に
関

す
る

評
価

）

第
十

一
条

都
道

府
県

は
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
都

道
府

県
医

療
費

適
正

化
計

画
を

作
成

し
た

年
度

（
毎

年
四

月
一

日
か

ら
翌

年
三

月
三

十
一

日
ま

で
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
の

翌
々

年
度

に
お

い
て

、
当

該
計

画
の

進
捗

状
況

に
関

す
る

評
価

を
行

う
と

と
も

に
、

そ
の

結
果

を
公

表
す

る
も

の
と

す
る

。
２

厚
生

労
働

大
臣

は
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
全

国
医

療
費

適
正

化
計

画
の

作
成

年
度

の
翌

々
年

度
に

お
い

て
、

当
該

計
画

の
進

捗
状

況
に

関
す

る
評

価
を

行
う

と
と

も
に

、
そ

の
結

果
を

公
表

す
る

も
の

と
す

る
。

2
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（
計

画
の

実
績

に
関

す
る

評
価

）
第

十
二

条
都

道
府

県
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

都
道

府
県

医
療

費
適

正
化

計
画

の
期

間
の

終
了

の
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度

に
お

い
て

、
当

該
計

画
に

掲
げ

る
目

標
の

達
成

状
況

及
び

施
策

の
実

施
状

況
に

関
す

る
調

査
及

び
分

析
を

行
い

、
当

該
計

画
の

実
績

に
関

す
る

評
価

を
行

う
も

の
と

す
る

。
２

都
道

府
県

は
、

前
項

の
評

価
を

行
つ

た
と

き
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

そ
の

内
容

を
厚

生
労

働
大

臣
に

報
告

す
る

と
と

も
に

、
こ

れ
を

公
表

す
る

も
の

と
す

る
。

３
厚

生
労

働
大

臣
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

全
国

医
療

費
適

正
化

計
画

の
期

間
の

終
了

の
日

の
属

す
る

年
度

の
翌

年
度

に
お

い
て

、
当

該
計

画
に

掲
げ

る
目

標
の

達
成

状
況

及
び

施
策

の
実

施
状

況
に

関
す

る
調

査
及

び
分

析
を

行
い

、
全

国
医

療
費

適
正

化
計

画
の

実
績

に
関

す
る

評
価

を
行

う
と

と
も

に
、

前
項

の
報

告
を

踏
ま

え
、

関
係

都
道

府
県

の
意

見
を

聴
い

て
、

各
都

道
府

県
に

お
け

る
都

道
府

県
医

療
費

適
正

化
計

画
の

実
績

に
関

す
る

評
価

を
行

う
も

の
と

す
る

。
４

厚
生

労
働

大
臣

は
、

前
項

の
評

価
を

行
つ

た
と

き
は

、
こ

れ
を

公
表

す
る

も
の

と
す

る
。

（
診

療
報

酬
に

係
る

意
見

の
提

出
等

）
第

十
三

条
都

道
府

県
は

、
第

十
一

条
第

一
項

又
は

前
条

第
一

項
の

評
価

の
結

果
、

第
九

条
第

二
項

第
二

号
に

掲
げ

る
目

標
の

達
成

の
た

め
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
厚

生
労

働
大

臣
に

対
し

、
健

康
保

険
法

第
七

十
六

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

定
め

及
び

同
法

第
八

十
八

条
第

四
項

の
規

定
に

よ
る

定
め

並
び

に
第

七
十

一
条

第
一

項
に

規
定

す
る

療
養

の
給

付
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る

基
準

及
び

第
七

十
八

条
第

四
項

に
規

定
す

る
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
基

準
（
次

項
及

び
次

条
第

一
項

に
お

い
て

「
診

療
報

酬
」
と

い
う

。
）
に

関
す

る
意

見
を

提
出

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
２

厚
生

労
働

大
臣

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

都
道

府
県

か
ら

意
見

が
提

出
さ

れ
た

と
き

は
、

当
該

意
見

に
配

慮
し

て
、

診
療

報
酬

を
定

め
る

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
診

療
報

酬
の

特
例

）
第

十
四

条
厚

生
労

働
大

臣
は

、
第

十
二

条
第

三
項

の
評

価
の

結
果

、
第

八
条

第
四

項
第

二
号

及
び

各
都

道
府

県
に

お
け

る
第

九
条

第
二

項
第

二
号

に
掲

げ
る

目
標

を
達

成
し

、
医

療
費

適
正

化
を

推
進

す
る

た
め

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

一
の

都
道

府
県

の
区

域
内

に
お

け
る

診
療

報
酬

に
つ

い
て

、
地

域
の

実
情

を
踏

ま
え

つ
つ

、
適

切
な

医
療

を
各

都
道

府
県

間
に

お
い

て
公

平
に

提
供

す
る

観
点

か
ら

見
て

合
理

的
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

範
囲

内
に

お
い

て
、

他
の

都
道

府
県

の
区

域
内

に
お

け
る

診
療

報
酬

と
異

な
る

定
め

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
厚

生
労

働
大

臣
は

、
前

項
の

定
め

を
す

る
に

当
た

つ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

関
係

都
道

府
県

知
事

に
協

議
す

る
も

の
と

す
る

。

（
資

料
提

出
の

協
力

及
び

助
言

等
）

第
十

五
条

厚
生

労
働

大
臣

又
は

都
道

府
県

知
事

は
、

第
十

一
条

第
一

項
若

し
く
は

第
二

項
の

評
価

又
は

第
十

二
条

第
一

項
若

し
く
は

第
三

項
の

評
価

を
行

う
た

め
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
保

険
者

、
医

療
機

関
そ

の
他

の
関

係
者

に
対

し
、

必
要

な
資

料
の

提
出

に
関

し
、

協
力

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
２

厚
生

労
働

大
臣

及
び

都
道

府
県

知
事

は
、

第
十

一
条

第
一

項
若

し
く
は

第
二

項
の

評
価

又
は

第
十

二
条

第
一

項
若

し
く
は

第
三

項
の

評
価

に
基

づ
き

、
保

険
者

又
は

医
療

機
関

に
対

し
、

必
要

な
助

言
又

は
援

助
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
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（
中

略
）

（
概

算
後

期
高

齢
者

支
援

金
）

第
百

二
十

条
前

条
第

一
項

の
概

算
後

期
高

齢
者

支
援

金
の

額
は

、
当

該
年

度
に

お
け

る
す

べ
て

の
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

の
保

険
納

付
対

象
額

の
見

込
額

の
総

額
を

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

し
た

当
該

年
度

に
お

け
る

す
べ

て
の

保
険

者
に

係
る

加
入

者
の

見
込

総
数

で
除

し
て

得
た

額
に

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
し

た
当

該
年

度
に

お
け

る
当

該
保

険
者

に
係

る
加

入
者

の
見

込
数

を
乗

じ
て

得
た

額
に

、
概

算
後

期
高

齢
者

支
援

金
調

整
率

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
２

前
項

の
概

算
後

期
高

齢
者

支
援

金
調

整
率

は
、

第
十

八
条

第
二

項
第

二
号

及
び

第
十

九
条

第
二

項
第

二
号

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

の
達

成
状

況
、

保
険

者
に

係
る

加
入

者
の

見
込

数
等

を
勘

案
し

、
百

分
の

九
十

か
ら

百
分

の
百

十
の

範
囲

内
で

政
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

す
る

。

（
確

定
後

期
高

齢
者

支
援

金
）

第
百

二
十

一
条

第
百

十
九

条
第

一
項

の
確

定
後

期
高

齢
者

支
援

金
の

額
は

、
前

々
年

度
に

お
け

る
す

べ
て

の
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

の
保

険
納

付
対

象
額

の
総

額
を

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

し
た

前
々

年
度

に
お

け
る

す
べ

て
の

保
険

者
に

係
る

加
入

者
の

総
数

で
除

し
て

得
た

額
に

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
し

た
前

々
年

度
に

お
け

る
当

該
保

険
者

に
係

る
加

入
者

の
数

を
乗

じ
て

得
た

額
に

、
確

定
後

期
高

齢
者

支
援

金
調

整
率

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。
２

前
項

の
確

定
後

期
高

齢
者

支
援

金
調

整
率

は
、

第
十

八
条

第
二

項
第

二
号

及
び

第
十

九
条

第
二

項
第

二
号

に
掲

げ
る

事
項

に
つ

い
て

の
達

成
状

況
、

保
険

者
に

係
る

加
入

者
の

数
等

を
勘

案
し

、
百

分
の

九
十

か
ら

百
分

の
百

十
の

範
囲

内
で

政
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

す
る

。
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生
活

習
慣

病
対

策
の

取
組

生
活

習
慣

病
対

策
の

取
組

○
医

療
保

険
者

（
国

保
・
被

用
者

保
険

）
に

対
し

、
４

０
歳

以
上

の
被

保
険

者
・
被

扶
養

者
を

対
象

と
す

る
、

内
臓

脂
肪

型
肥

満
に

着
目

し
た

健
診

及
び

保
健

指
導

の
事

業
実

施
を

義
務

づ
け

る
。

○
併

せ
て

、
実

施
結

果
に

関
す

る
デ

ー
タ

管
理

を
義

務
づ

け
る

。

○
各

医
療

保
険

者
の

実
施

状
況

や
成

果
を

踏
ま

え
、

後
期

高
齢

者
支

援
金

の
負

担
額

に
つ

い
て

、
加

算
・
減

算
を

行
う

。
（
平

成
２

５
年

度
よ

り
）

○
各

医
療

保
険

者
は

、
国

の
指

針
に

従
っ

て
計

画
的

に
実

施
す

る
。

（
平

成
２

０
年

度
よ

り
）

○
健

診
に

よ
っ

て
発

見
さ

れ
た

要
保

健
指

導
者

に
対

す
る

保
健

指
導

の
徹

底
を

図
る

。
→

指
針

に
お

い
て

明
示

○
被

用
者

保
険

の
被

扶
養

者
等

に
つ

い
て

は
、

地
元

の
市

町
村

国
保

で
健

診
や

保
健

指
導

を
受

け
ら

れ
る

よ
う

に
す

る
。

→
医

療
保

険
者

は
市

町
村

国
保

に
お

け
る

事
業

提
供

を
活

用
す

る
こ

と
も

可
能

。
（
費

用
負

担
及

び
デ

ー
タ

管
理

は
、

利
用

者
の

属
す

る
医

療
保

険
者

が
行

う
。

）
→

都
道

府
県

ご
と

に
設

置
さ

れ
る

保
険

者
協

議
会

に
お

い
て

、
都

道
府

県
が

中
心

に
な

っ
て

、
効

率
的

な
サ

ー
ビ

ス
提

供
が

な
さ

れ
る

よ
う

、
各

医
療

保
険

者
間

の
調

整
や

助
言

を
行

う
。

○
医

療
保

険
者

は
、

健
診

結
果

の
デ

ー
タ

を
有

効
に

活
用

し
、

保
健

指
導

を
受

け
る

者
を

効
率

的
に

選
定

す
る

と
と

も
に

、
事

業
評

価
を

行
う

。
ま

た
、

被
保

険
者

・
被

扶
養

者
に

対
し

て
、

健
診

等
の

結
果

の
情

報
を

保
存

し
や

す
い

形
で

提
供

す
る

。

※
市

町
村

国
保

等
の

健
診

事
業

等
に

対
し

て
、

一
部

公
費

に
よ

る
支

援
措

置
を

行
う

。

基
本

的
な

方
向

主
な

内
容

2
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（
特

定
健

康
診

査
等

基
本

指
針

）

第
十

八
条

厚
生

労
働

大
臣

は
、

特
定

健
康

診
査

（
糖

尿
病

そ
の

他
の

政
令

で
定

め
る

生
活

習
慣

病
に

関
す

る
健

康
診

査
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
及

び
特

定
保

健
指

導
（
特

定
健

康
診

査
の

結
果

に
よ

り
健

康
の

保
持

に
努

め
る

必
要

が
あ

る
者

と
し

て
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
も

の
に

対
し

、
保

健
指

導
に

関
す

る
専

門
的

知
識

及
び

技
術

を
有

す
る

者
と

し
て

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

が
行

う
保

健
指

導
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
の

適
切

か
つ

有
効

な
実

施
を

図
る

た
め

の
基

本
的

な
指

針
（
以

下
「
特

定
健

康
診

査
等

基
本

指
針

」
と

い
う

。
）
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
２

特
定

健
康

診
査

等
基

本
指

針
に

お
い

て
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

一
特

定
健

康
診

査
及

び
特

定
保

健
指

導
（
以

下
「
特

定
健

康
診

査
等

」
と

い
う

。
）
の

実
施

方
法

に
関

す
る

基
本

的
な

事
項

二
特

定
健

康
診

査
等

の
実

施
及

び
そ

の
成

果
に

係
る

目
標

に
関

す
る

基
本

的
な

事
項

三
前

二
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

次
条

第
一

項
に

規
定

す
る

特
定

健
康

診
査

等
実

施
計

画
の

作
成

に
関

す
る

重
要

事
項

３
特

定
健

康
診

査
等

基
本

指
針

は
、

健
康

増
進

法
第

九
条

第
一

項
に

規
定

す
る

健
康

診
査

等
指

針
と

調
和

が
保

た
れ

た
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
４

～
５

（
略

）

（
特

定
健

康
診

査
等

実
施

計
画

）
第

十
九

条
保

険
者

は
、

特
定

健
康

診
査

等
基

本
指

針
に

即
し

て
、

五
年

ご
と

に
、

五
年

を
一

期
と

し
て

、
特

定
健

康
診

査
等

の
実

施
に

関
す

る
計

画
（
以

下
「
特

定
健

康
診

査
等

実
施

計
画

」
と

い
う

。
）
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
２

特
定

健
康

診
査

等
実

施
計

画
に

お
い

て
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
定

め
る

も
の

と
す

る
。

一
特

定
健

康
診

査
等

の
具

体
的

な
実

施
方

法
に

関
す

る
事

項
二

特
定

健
康

診
査

等
の

実
施

及
び

そ
の

成
果

に
関

す
る

具
体

的
な

目
標

三
前

二
号

に
掲

げ
る

も
の

の
ほ

か
、

特
定

健
康

診
査

等
の

適
切

か
つ

有
効

な
実

施
の

た
め

に
必

要
な

事
項

３
保

険
者

は
、

特
定

健
康

診
査

等
実

施
計

画
を

定
め

、
又

は
こ

れ
を

変
更

し
た

と
き

は
、

遅
滞

な
く
、

こ
れ

を
公

表
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

高
齢

者
の

医
療

の
確

保
に

関
す

る
法

律

2
6

－26－



（
特

定
健

康
診

査
）

第
二

十
条

保
険

者
は

、
特

定
健

康
診

査
等

実
施

計
画

に
基

づ
き

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

四
十

歳
以

上
の

加
入

者
に

対
し

、
特

定
健

康
診

査
を

行
う

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

加
入

者
が

特
定

健
康

診
査

に
相

当
す

る
健

康
診

査
を

受
け

、
そ

の
結

果
を

証
明

す
る

書
面

の
提

出
を

受
け

た
と

き
、

又
は

第
二

十
六

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

特
定

健
康

診
査

に
関

す
る

記
録

の
送

付
を

受
け

た
と

き
は

、
こ

の
限

り
で

な
い

。

（
特

定
保

健
指

導
）

第
二

十
四

条
保

険
者

は
、

特
定

健
康

診
査

等
実

施
計

画
に

基
づ

き
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
特

定
保

健
指

導
を

行
う

も
の

と
す

る
。

高
齢

者
の

医
療

の
確

保
に

関
す

る
法

律

2
7
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○
各

都
道

府
県

は
、

医
療

機
関

そ
の

他
の

関
係

者
と

協
力

の
下

、
住

民
が

疾
患

の
状

態
や

時
期

に
応

じ
た

適
切

な
医

療
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、

医
療

機
能

の
分

化
・
連

携
、

在
宅

療
養

の
推

進
、

療
養

病
床

の
転

換
支

援
の

取
組

を
行

う
。

○
こ

う
し

た
都

道
府

県
の

取
組

に
対

し
て

、
国

は
、

次
の

よ
う

な
各

種
支

援
措

置
を

講
じ

る
。

・
医

療
計

画
制

度
の

見
直

し
に

関
す

る
基

本
指

針
の

策
定

及
び

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

作
成

・
医

療
機

能
の

分
化

・
連

携
、

在
宅

療
養

の
推

進
に

係
る

診
療

報
酬

上
の

評
価

・
保

健
医

療
提

供
体

制
の

統
合

補
助

金
や

整
備

交
付

金
の

活
用

・
医

療
保

険
財

源
を

活
用

し
た

転
換

整
備

事
業

平
均

在
院

日
数

短
縮

に
向

け
た

取
組

平
均

在
院

日
数

短
縮

に
向

け
た

取
組

基
本

的
な

方
向

①
医

療
機

能
の

分
化

・
連

携
○

医
療

計
画

の
見

直
し

を
通

じ
、

脳
卒

中
対

策
な

ど
の

事
業

ご
と

に
、

急
性

期
か

ら
回

復
期

、
療

養
、

介
護

等
に

関
係

す
る

各
機

関
に

よ
る

具
体

的
な

連
携

体
制

を
形

成
し

、
状

態
や

時
期

に
応

じ
た

、
切

れ
目

の
な

い
適

切
な

医
療

が
受

け
ら

れ
る

よ
う

に
す

る
。

②
在

宅
療

養
の

推
進

○
病

院
か

ら
在

宅
へ

の
復

帰
が

円
滑

に
で

き
る

よ
う

、
退

院
時

に
お

け
る

主
治

医
や

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
と

の
連

携
を

図
り

、
看

取
り

ま
で

含
め

た
在

宅
医

療
の

支
援

体
制

を
構

築
す

る
。

ま
た

、
高

齢
者

向
け

の
自

宅
以

外
の

多
様

な
居

住
の

場
や

療
養

・
介

護
の

場
と

な
る

住
宅

の
整

備
を

推
進

す
る

。

③
療

養
病

床
の

転
換

支
援

○
療

養
病

床
に

つ
い

て
、

老
人

保
健

施
設

や
居

住
系

サ
ー

ビ
ス

施
設

（
有

料
老

人
ホ

ー
ム

、
ケ

ア
ハ

ウ
ス

等
）
へ

の
転

換
を

支
援

す
る

。

主
な

内
容

2
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附
則

（
病

床
転

換
助

成
事

業
）

第
二

条
都

道
府

県
は

、
政

令
で

定
め

る
日

ま
で

の
間

、
当

該
都

道
府

県
に

お
け

る
医

療
費

適
正

化
を

推
進

す
る

た
め

、
当

該
都

道
府

県
の

区
域

内
に

あ
る

保
険

医
療

機
関

（
医

療
法

人
そ

の
他

の
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
者

が
開

設
す

る
も

の
に

限
る

。
）
に

対
し

、
当

該
保

険
医

療
機

関
で

あ
る

病
院

又
は

診
療

所
の

開
設

者
が

行
う

病
床

の
転

換
（
医

療
法

第
七

条
第

二
項

各
号

に
掲

げ
る

病
床

の
種

別
の

う
ち

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

も
の

の
病

床
数

を
減

少
さ

せ
る

と
と

も
に

、
介

護
保

険
法

第
八

条
第

二
十

二
項

に
規

定
す

る
介

護
保

険
施

設
（
同

法
第

四
十

八
条

第
一

項
第

三
号

に
規

定
す

る
指

定
介

護
療

養
型

医
療

施
設

を
除

く
。

）
そ

の
他

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

施
設

に
つ

い
て

新
設

又
は

増
設

に
よ

り
、

病
床

の
減

少
数

に
相

当
す

る
数

の
範

囲
内

に
お

い
て

入
所

定
員

を
増

加
さ

せ
る

こ
と

を
い

う
。

以
下

同
じ

。
）
に

要
す

る
費

用
を

助
成

す
る

事
業

（
以

下
「
病

床
転

換
助

成
事

業
」
と

い
う

。
）
を

行
う

も
の

と
す

る
。

（
病

床
転

換
助

成
事

業
の

費
用

の
額

の
決

定
）

第
三

条
都

道
府

県
知

事
は

、
病

床
転

換
助

成
事

業
に

要
す

る
費

用
の

額
を

定
め

よ
う

と
す

る
と

き
は

、
あ

ら
か

じ
め

、
厚

生
労

働
大

臣
に

協
議

し
、

そ
の

同
意

を
得

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
２

厚
生

労
働

大
臣

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
る

協
議

を
す

る
に

際
し

て
は

、
各

都
道

府
県

に
お

け
る

病
床

転
換

助
成

事
業

に
要

す
る

費
用

の
額

の
総

額
が

、
当

該
年

度
に

お
け

る
す

べ
て

の
後

期
高

齢
者

医
療

広
域

連
合

の
療

養
の

給
付

等
に

要
す

る
費

用
の

額
の

予
想

額
の

総
額

に
、

す
べ

て
の

都
道

府
県

に
お

け
る

病
床

の
転

換
の

見
込

み
及

び
そ

れ
に

要
す

る
費

用
の

予
想

額
等

を
勘

案
し

て
政

令
で

定
め

る
率

を
乗

じ
て

得
た

額
を

超
え

な
い

よ
う

調
整

す
る

も
の

と
す

る
。

３
厚

生
労

働
大

臣
は

、
都

道
府

県
が

病
床

転
換

助
成

事
業

に
要

す
る

費
用

の
額

を
定

め
た

と
き

は
、

支
払

基
金

に
対

し
、

そ
の

金
額

を
通

知
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

（
費

用
の

支
弁

）
第

四
条

都
道

府
県

は
、

病
床

転
換

助
成

事
業

に
要

す
る

費
用

及
び

当
該

事
業

に
関

す
る

事
務

の
執

行
に

要
す

る
費

用
を

支
弁

す
る

。

（
国

の
交

付
金

）
第

五
条

国
は

、
政

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

都
道

府
県

に
対

し
、

病
床

転
換

助
成

事
業

に
要

す
る

費
用

の
額

の
二

十
七

分
の

十
に

相
当

す
る

額
を

交
付

す
る

。

高
齢

者
の

医
療

の
確

保
に

関
す

る
法

律
（
抄

）

2
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（
病

床
転

換
助

成
交

付
金

）
第

六
条

都
道

府
県

が
附

則
第

四
条

の
規

定
に

よ
り

支
弁

す
る

費
用

の
二

十
七

分
の

十
二

に
相

当
す

る
額

に
つ

い
て

は
、

政
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
支

払
基

金
が

当
該

都
道

府
県

に
対

し
て

交
付

す
る

病
床

転
換

助
成

交
付

金
を

も
つ

て
充

て
る

。
２

前
項

の
病

床
転

換
助

成
交

付
金

は
、

次
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
支

払
基

金
が

徴
収

す
る

病
床

転
換

支
援

金
を

も
つ

て
充

て
る

。

（
病

床
転

換
支

援
金

の
徴

収
及

び
納

付
義

務
）

第
七

条
支

払
基

金
は

、
附

則
第

十
一

条
第

一
項

に
規

定
す

る
業

務
及

び
当

該
業

務
に

関
す

る
事

務
の

処
理

に
要

す
る

費
用

に
充

て
る

た
め

、
年

度
ご

と
に

、
保

険
者

か
ら

病
床

転
換

支
援

金
及

び
病

床
転

換
助

成
関

係
事

務
費

拠
出

金
（
以

下
「
病

床
転

換
支

援
金

等
」
と

い
う

。
）
を

徴
収

す
る

。
２

保
険

者
は

、
病

床
転

換
支

援
金

等
を

納
付

す
る

義
務

を
負

う
。

（
病

床
転

換
支

援
金

の
額

）
第

八
条

前
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
各

保
険

者
か

ら
徴

収
す

る
病

床
転

換
支

援
金

の
額

は
、

当
該

年
度

に
お

け
る

病
床

転
換

助
成

事
業

に
要

す
る

費
用

の
二

十
七

分
の

十
二

に
相

当
す

る
額

を
、

厚
生

労
働

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

し
た

当
該

年
度

に
お

け
る

す
べ

て
の

保
険

者
に

係
る

加
入

者
の

見
込

総
数

で
除

し
て

得
た

額
に

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
し

た
当

該
年

度
に

お
け

る
当

該
保

険
者

に
係

る
加

入
者

の
見

込
数

を
乗

じ
て

得
た

額
と

す
る

。

（
病

床
転

換
助

成
関

係
事

務
費

拠
出

金
の

額
）

第
九

条
附

則
第

七
条

第
一

項
の

規
定

に
よ

り
各

保
険

者
か

ら
徴

収
す

る
病

床
転

換
助

成
関

係
事

務
費

拠
出

金
の

額
は

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

当
該

年
度

に
お

け
る

附
則

第
十

一
条

第
一

項
に

規
定

す
る

支
払

基
金

の
業

務
に

関
す

る
事

務
の

処
理

に
要

す
る

費
用

の
見

込
額

を
基

礎
と

し
て

、
各

保
険

者
に

係
る

加
入

者
の

見
込

数
に

応
じ

、
厚

生
労

働
省

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

定
し

た
額

と
す

る
。

（
中

略
）

（
病

床
転

換
助

成
事

業
に

係
る

支
払

基
金

の
業

務
）

第
十

一
条

支
払

基
金

は
、

第
百

三
十

九
条

第
一

項
に

掲
げ

る
業

務
の

ほ
か

、
保

険
者

か
ら

病
床

転
換

支
援

金
等

を
徴

収
し

、
都

道
府

県
に

対
し

病
床

転
換

助
成

交
付

金
を

交
付

す
る

業
務

及
び

こ
れ

に
附

帯
す

る
業

務
を

行
う

。

3
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都
道

府
県

に
お

け
る

３
計

画
と

医
療

費
適

正
化

計
画

と
の

関
係

（
新

）
国

の
基

本
方

針
国

の
基

本
方

針
国

の
基

本
方

針

介
護

保
険

事
業

支
援

計
画

助
成

措
置

・
サ

ー
ビ

ス
従

事
者

の
確

保
・
資

質
の

向
上

等

助
成

措
置

・
区

域
ご

と
種

類
ご

と
の

介
護

給
付

サ
ー

ビ
ス

量
の

見
込

み

・
施

設
に

お
け

る
生

活
環

境
の

改
善

を
図

る
た

め
の

事
業

等
整

備
交

付
金

健
康

増
進

計
画

・
地

域
の

実
情

を
踏

ま
え

た
目

標
等

助
成

措
置

(新
）
・

糖
尿

病
等

患
者

・
予

備
群

の
減

少
に

関
す

る
数

値
目

標
（
新

）・
健

診
及

び
保

健
指

導
の

実
施

率
に

関
す

る
数

値
目

標
（
新

）・
上

記
に

関
す

る
取

組
方

策
等

医
療

計
画

・
医

療
圏

の
設

定
・

基
準

病
床

数
・

救
急

医
療

の
確

保
・

医
療

従
事

者
の

確
保

等

(新
）
・

脳
卒

中
、

が
ん

、
糖

尿
病

等
の

疾
病

別
の

患
者

の
年

間
総

入
院

日
数

の
短

縮
に

関
す

る
数

値
目

標
（
新

）・
在

宅
で

の
看

取
り

や
地

域
連

携
ク

リ
テ

ィ
カ

ル
パ

ス
の

普
及

等
に

関
す

る
取

組
（
新

）・
脳

卒
中

、
が

ん
、

糖
尿

病
等

ご
と

の
医

療
機

関
の

機
能

分
化

と
連

携
等

統
合

補
助

金
等

新 国 の 基 本 方 針

・
医

療
費

の
現

状
と

分
析

（
入

院
・
入

院
外

、
一

人
当

た
り

日
数

・
一

人
当

た
り

医
療

費
、

疾
病

分
類

別
等

）

・
平

均
在

院
日

数
の

短
縮

に
関

す
る

数
値

目
標

・
糖

尿
病

等
患

者
・
予

備
群

の
減

少
に

関
す

る
数

値
目

標
、

健
診

及
び

保
健

指
導

の
実

施
率

に
関

す
る

数
値

目
標

・
目

標
実

現
の

た
め

の
取

組
方

策
（
３

計
画

に
含

ま
れ

る
も

の
は

再
掲

と
し

て
記

載
）

・
そ

の
他

地
域

に
お

け
る

医
療

費
適

正
化

方
策

（
重

複
頻

回
受

診
の

是
正

等
）

・
医

療
費

適
正

化
の

取
組

を
行

う
こ

と
に

よ
る

医
療

費
の

見
通

し

・
実

施
、

検
証

、
評

価
の

サ
イ

ク
ル

（
）

統
合

補
助

金
等

統
合

補
助

金
等

統
合

補
助

金
等

新 医 療 費 適 正 化 計 画

（
）

相
互

に
整

合
相

互
に

整
合

3
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・
病

院
設

置
の

許
可

、
報

告
徴

収
・
立

入
検

査
、

管
理

者
変

更
命

令

・
医

療
計

画
の

策
定

（
病

床
規

制
の

基
準

と
な

る

「
基

準
病

床
数

」
の

設
定

含
む

）

・
医

療
計

画
達

成
の

た
め

の
病

院
の

開
設

、
病

床
の

特
別

の
変

更
等

の
勧

告

・
介

護
保

険
施

設
の

指
定

、
監

督

・
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
の

策
定

（
施

設
定

員
の

基
準

と
な

る
「
必

要
な

定
員

数
」
の

設
定

含
む

）

・
地

域
保

健
医

療
等

の
推

進
の

た
め

の
補

助
金

の
交

付

・
地

域
介

護
・
福

祉
空

間
整

備
等

交
付

金
の

交
付

・
医

療
計

画
の

充
実

脳
卒

中
対

策
な

ど
重

要
な

事
業

ご
と

の
医

療
提

供
体

制
を

地
域

ご
と

に
構

築
し

医
療

計
画

に
明

示
す

る
こ

と
等

地
域

医
療

提
供

体
制

関
連

生
活

習
慣

病
対

策
関

連

医
療

費
適

正
化

の
推

進
体

制
、

計
画

・
医

療
保

険
財

政
を

活
用

し
た

長
期

入
院

病
床

の
転

換
助

成
事

業

・
診

療
報

酬
体

系
に

関
す

る
意

見
具

申

・
都

道
府

県
別

診
療

報
酬

特
例

の
設

定
に

つ
い

て
の

協
議

・
健

康
増

進
計

画
の

策
定

・
国

保
運

営
に

関
す

る
指

導
（
保

健
事

業
を

含

む
）

・
市

町
村

の
保

健
事

業
に

関
す

る
援

助
、

調
整

、

負
担

金
の

負
担

・
医

療
保

険
者

を
含

め
た

各
主

体
の

取
組

を
健

康
増

進
計

画
に

記
載

・
医

療
費

適
正

化
計

画
の

策
定

（
関

係
者

に
対

す
る

協
力

要
請

、
助

言
等

）

・
各

医
療

保
険

者
と

の
調

整
、

相
談

助
言

現
行

今
回

の
医

療
制

度
改

革
に

よ
る

追
加

内
容

・
老

人
医

療
費

の
伸

び
を

適
正

化
す

る
た

め
の

厚
生

労
働

大
臣

指
針

に
即

し
た

取
組

（
推

進
体

制
整

備
、

計
画

策
定

）

医
療

費
適

正
化

の
取

組
に

関
連

し
た

都
道

府
県

の
権

限
医

療
費

適
正

化
の

取
組

に
関

連
し

た
都

道
府

県
の

権
限

国
の

権
限

：
・
診

療
報

酬
の

設
定

・
医

療
計

画
作

成
に

関
す

る
助

言
・
基

準
病

床
数

の
標

準
の

設
定

・
介

護
保

険
基

本
方

針
の

策
定

・
関

連
の

補
助

金
・
交

付
金

国
の

権
限

：
・
健

康
増

進
基

本
方

針
の

策
定

・
政

管
健

保
に

お
け

る
保

健
事

業
の

実
施

・
保

健
事

業
の

実
施

基
準

の
設

定
、

負
担

金
の

負
担

国
の

権
限

：
・
指

針
の

策
定

・
計

画
策

定
補

助
金

の
交

付

3
2
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医
療

費
適

正
化

計
画

に
関

す
る

都
道

府
県

の
権

限

【
高

齢
者

の
医

療
の

確
保

に
関

す
る

法
律

】

○
医

療
費

適
正

化
計

画
の

作
成

及
び

計
画

に
基

づ
く
施

策
の

実
行

時

（
都

道
府

県
医

療
費

適
正

化
計

画
）

第
九

条
６

都
道

府
県

は
、

都
道

府
県

医
療

費
適

正
化

計
画

の
作

成
及

び
都

道
府

県
医

療
費

適
正

化
計

画
に

基
づ

く
施

策
の

実
施

に
関

し
て

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
保

険
者

、
医

療
機

関
そ

の
他

の
関

係
者

に
対

し
て

必
要

な
協

力
を

求
め

る
こ

と
が

で
き

る
。

※
法

律
施

行
前

（
平

成
２

０
年

４
月

前
）

健
康

保
険

法
等

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

（
平

成
１

８
年

法
律

第
８

３
号

）
附

則
第

三
十

四
条

厚
生

労
働

大
臣

及
び

都
道

府
県

知
事

は
、

高
齢

者
医

療
確

保
法

第
八

条
第

一
項

の
医

療
費

適
正

化
基

本
方

針
及

び
全

国
医

療
費

適
正

化
計

画
並

び
に

高
齢

者
医

療
確

保
法

第
九

条
第

一
項

の
都

道
府

県
医

療
費

適
正

化
計

画
の

作
成

の
た

め
、

第
七

条
の

規
定

の
施

行
の

日
前

に
お

い
て

も
、

関
係

行
政

機
関

の
長

又
は

関
係

市
町

村
と

の
協

議
そ

の
他

の
必

要
な

準
備

行
為

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

3
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○
医

療
費

適
正

化
計

画
の

評
価

後

（
診

療
報

酬
に

係
る

意
見

の
提

出
等

）
第

十
三

条
都

道
府

県
は

、
第

十
一

条
第

一
項

又
は

前
条

第
一

項
の

評
価

の
結

果
、

第
九

条
第

二
項

第
二

号
に

掲
げ

る
目

標
の

達
成

の
た

め
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
厚

生
労

働
大

臣
に

対
し

、
健

康
保

険
法

第
七

十
六

条
第

二
項

の
規

定
に

よ
る

定
め

及
び

同
法

第
八

十
八

条
第

四
項

の
規

定
に

よ
る

定
め

並
び

に
第

七
十

一
条

第
一

項
に

規
定

す
る

療
養

の
給

付
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る

基
準

及
び

第
七

十
八

条
第

四
項

に
規

定
す

る
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
基

準
（
次

項
及

び
次

条
第

一
項

に
お

い
て

「
診

療
報

酬
」
と

い
う

。
）
に

関
す

る
意

見
を

提
出

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
２

厚
生

労
働

大
臣

は
、

前
項

の
規

定
に

よ
り

都
道

府
県

か
ら

意
見

が
提

出
さ

れ
た

と
き

は
、

当
該

意
見

に
配

慮
し

て
、

診
療

報
酬

を
定

め
る

よ
う

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
診

療
報

酬
の

特
例

）
第

十
四

条
厚

生
労

働
大

臣
は

、
第

十
二

条
第

三
項

の
評

価
の

結
果

、
第

八
条

第
四

項
第

二
号

及
び

各
都

道
府

県
に

お
け

る
第

九
条

第
二

項
第

二
号

に
掲

げ
る

目
標

を
達

成
し

、
医

療
費

適
正

化
を

推
進

す
る

た
め

に
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、

一
の

都
道

府
県

の
区

域
内

に
お

け
る

診
療

報
酬

に
つ

い
て

、
地

域
の

実
情

を
踏

ま
え

つ
つ

、
適

切
な

医
療

を
各

都
道

府
県

間
に

お
い

て
公

平
に

提
供

す
る

観
点

か
ら

見
て

合
理

的
で

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

範
囲

内
に

お
い

て
、

他
の

都
道

府
県

の
区

域
内

に
お

け
る

診
療

報
酬

と
異

な
る

定
め

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

２
厚

生
労

働
大

臣
は

、
前

項
の

定
め

を
す

る
に

当
た

つ
て

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

関
係

都
道

府
県

知
事

に
協

議
す

る
も

の
と

す
る

。

○
医

療
費

適
正

化
計

画
の

評
価

時

（
資

料
提

出
の

協
力

及
び

助
言

等
）

第
十

五
条

厚
生

労
働

大
臣

又
は

都
道

府
県

知
事

は
、

第
十

一
条

第
一

項
若

し
く
は

第
二

項
の

評
価

又
は

第
十

二
条

第
一

項
若

し
く
は

第
三

項
の

評
価

を
行

う
た

め
に

必
要

が
あ

る
と

認
め

る
と

き
は

、
保

険
者

、
医

療
機

関
そ

の
他

の
関

係
者

に
対

し
、

必
要

な
資

料
の

提
出

に
関

し
、

協
力

を
求

め
る

こ
と

が
で

き
る

。
２

厚
生

労
働

大
臣

及
び

都
道

府
県

知
事

は
、

第
十

一
条

第
一

項
若

し
く
は

第
二

項
の

評
価

又
は

第
十

二
条

第
一

項
若

し
く
は

第
三

項
の

評
価

に
基

づ
き

、
保

険
者

又
は

医
療

機
関

に
対

し
、

必
要

な
助

言
又

は
援

助
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

。 3
4
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第
九

条
２

都
道

府
県

医
療

費
適

正
化

計
画

に
お

い
て

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

定
め

る
も

の
と

す
る

。
二

医
療

の
効

率
的

な
提

供
の

推
進

に
関

し
、

当
該

都
道

府
県

に
お

い
て

達
成

す
べ

き
目

標
に

関
す

る
事

項

（
療

養
の

給
付

に
関

す
る

基
準

）
第

七
十

一
条

療
養

の
給

付
の

取
扱

い
及

び
担

当
に

関
す

る
基

準
並

び
に

療
養

の
給

付
に

要
す

る
費

用
の

額
の

算
定

に
関

す
る

基
準

に
つ

い
て

は
、

厚
生

労
働

大
臣

が
中

央
社

会
保

険
医

療
協

議
会

の
意

見
を

聴
い

て
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（
訪

問
看

護
療

養
費

）
第

七
十

八
条

４
訪

問
看

護
療

養
費

の
額

は
、

当
該

指
定

訪
問

看
護

に
つ

き
平

均
訪

問
看

護
費

用
額

（
指

定
訪

問
看

護
に

要
す

る
平

均
的

な
費

用
の

額
を

い
う

。
）
を

勘
案

し
て

厚
生

労
働

大
臣

が
定

め
る

基
準

に
よ

り
算

定
し

た
費

用
の

額
か

ら
、

そ
の

額
に

第
六

十
七

条
第

一
項

各
号

に
掲

げ
る

場
合

の
区

分
に

応
じ

、
同

項
各

号
に

定
め

る
割

合
を

乗
じ

て
得

た
額

（
療

養
の

給
付

に
つ

い
て

第
六

十
九

条
第

一
項

各
号

の
措

置
が

採
ら

れ
る

べ
き

と
き

は
、

当
該

措
置

が
採

ら
れ

た
も

の
と

し
た

場
合

の
額

）
を

控
除

し
た

額
と

す
る

。

※
高

齢
者

の
医

療
の

確
保

に
関

す
る

法
律

（
昭

和
５

７
年

法
律

第
８

０
号

）

（
療

養
の

給
付

に
関

す
る

費
用

）

第
七

十
六

条
保

険
者

は
、

療
養

の
給

付
に

関
す

る
費

用
を

保
険

医
療

機
関

又
は

保
険

薬
局

に
支

払
う

も
の

と
し

、
保

険
医

療
機

関
又

は
保

険
薬

局
が

療
養

の
給

付
に

関
し

保
険

者
に

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る

費
用

の
額

は
、

療
養

の
給

付
に

要
す

る
費

用
の

額
か

ら
、

当
該

療
養

の
給

付
に

関
し

被
保

険
者

が
当

該
保

険
医

療
機

関
又

は
保

険
薬

局
に

対
し

て
支

払
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

一
部

負
担

金
に

相
当

す
る

額
を

控
除

し
た

額
と

す
る

。

２
前

項
の

療
養

の
給

付
に

要
す

る
費

用
の

額
は

、
厚

生
労

働
大

臣
が

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

算
定

す
る

も
の

と
す

る
。

（
訪

問
看

護
療

養
費

）

第
八

十
八

条
４

訪
問

看
護

療
養

費
の

額
は

、
当

該
指

定
訪

問
看

護
に

つ
き

指
定

訪
問

看
護

に
要

す
る

平
均

的
な

費
用

の
額

を
勘

案
し

て
厚

生
労

働

大
臣

が
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

算
定

し
た

費
用

の
額

か
ら

、
そ

の
額

に
第

七
十

四
条

第
一

項
各

号
に

掲
げ

る
場

合
の

区
分

に
応

じ
、

同
項

各
号

に
定

め
る

割
合

を
乗

じ
て

得
た

額
を

控
除

し
た

額
と

す
る

。
3
5

※
健

康
保

険
法

（
大

正
１

１
年

法
律

第
７

０
号

）
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関
係

当
事

者
全

員
参

加
に

よ
る

医
療

費
適

正
化

患
者

（被
保

険
者

）

・
生

活
習

慣
の

改
善

に
向

け
た

努
力

医
療

機
関

・
早

期
退

院
の

推
進

、
過

剰
病

床
の

転
換

・
在

宅
医

療
の

充
実

に
よ

る
在

宅
や

福
祉

施
設

で
の

看
取

り
の

推
進

医
療

保
険

者
・

生
活

習
慣

病
減

少
の

た
め

の
健

診
・

保
健

指
導

の
実

施

国

都
道

府
県

・
医

療
の

効
率

化
の

た
め

の
診

療
報

酬
体

系
の

見
直

し

・
医

療
機

関
指

導
の

た
め

の
都

道
府

県
に

対
す

る
予

算
措

置
（交

付
金

）

生
活

習
慣

病
罹

患
率

減
少

平
均

在
院

日
数

短
縮

・
市

町
村

へ
の

指
導

市
町

村

医 療 費 の 適 正 化

・
生

活
習

慣
病

対
策

の
普

及
啓

発

・
在

宅
医

療
の

受
け

皿
と

な
る

介
護

サ
ー

ビ
ス

提
供

体
制

の
充

実

・
医

療
費

適
正

化
計

画
、

及
び

こ
れ

に
連

動
す

る
健

康
増

進
計

画
、

医
療

計
画

、
介

護
保

険
事

業
支

援
計

画
の

策
定

・実
施

医
療

の
効

率
化

の
促

進
措

置

医
療

の
効

率
化

・
適

切
な

受
診

3
6
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